
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線を介して公衆電話網に接続可能な通信手段を有する携帯端末装置において、汎用に
使用される第１の表示手段と、前記通信手段が非稼動であることを

表示可能な第２の表示手段とを有し、
　

ことを特徴とする携帯端末装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＰＨＳや携帯電話などの携帯端末装置およびその制御方法に関するものである
。
【０００２】
【従来の技術】
近年、携帯電話あるいはＰＨＳは、通信手段を用いて通話する機能が主であったが、これ
に加えて、メール機能、インターネットのブラウザ機能、スケジュール管理機能などが内
蔵されるようになっている。一方、スケジュール管理機能を搭載したＰＤＡにおいては、
メール機能、ブラウザ機能に加えてＰＨＳ機能などを搭載するようになっており、携帯端
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外部から識別可能な識
別表示を

前記携帯端末装置の使用者が前記携帯端末装置を使用中において、前記第１の表示手段
は前記使用者が参照するために前記使用者に対面するように配置されており、前記第２の
表示手段は第三者に見せるために前記第１の表示手段が配置される前記携帯端末装置の面
とは反対側の面に配置されている



末においては、携帯電話とＰＤＡなどの相違が徐々になくなりつつある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
その結果、最も普及している携帯電話にこれらの機能が集約される傾向が見られ、携帯電
話あるいはＰＨＳは携帯端末としての機能がますます拡充されていくものと予想される。
そして、携帯電話で、受信したメールを読んだり、メールを書いたり、ダウンロードした
コンテンツを読んだり、アップロードするコンテンツを作成したりする機会が増えると予
想される。
【０００４】
携帯電話やＰＨＳは、電源を入れると、通話中、待機中に関わらず、基地局との交信のた
めに、常時あるいは定期的に電波を発生しつづけている。したがって、近年、この電波が
ペースメーカー、医療機器、その他の制御機器を誤動作させる等、幾つかの種類の機器に
悪影響を及ぼす恐れがあることが指摘されている。このため、病院や航空機内では携帯電
話の使用禁止のアナウンスがされ、利用の自粛が促されている。また、これらのエリアだ
けでなく、電車やバス等の交通機関でも、周辺にペースメーカーの利用者がいる可能性が
あることから、携帯電話の利用の自粛を促す傾向にある。したがって、ユーザは、病院な
どの建物や、電車などの車内などの電波の発信が望ましくない禁止エリアにいるときには
、携帯電話の電源を切って電波を発生させないように心がける必要がある。その結果、そ
のような禁止エリアでは携帯電話に搭載れた機能は一切利用できなくなってしまう。
【０００５】
しかしながら、上述したように、携帯電話は通話のみに使われる機器ではなく、メールを
読み書きしたり、コンテンツを読み書きしたり、スケジュール管理するなど、通信手段の
動作が伴わなくても利用できる情報処理機能を備えており、これらが全て使用できなくな
るのは不便である。例えば、メールの送受信を行うメールソフトは通信手段を介してメー
ルを送受信するが、受信したメールを読んだり、送信するメールを書いたりするときは通
信手段の動作は不要である。ブラウザによりダウンロードしたコンテンツを読むときも同
様である。したがって、今後、これらの通信手段の動作が伴わなくても使用できるアプリ
ケーションが搭載された携帯電話が普及するにつれて、上記のような禁止エリア内で携帯
電話が使用できないことが大きなネックになる可能性がある。すなわち、非通信型のソフ
トウェア、例えば、メールの作成、メモ機能、受信済のメールの閲覧、時計機能、ダウン
ロード済のコンテンツの閲覧、アドレス帳の作成・閲覧、スケジュール管理機能など通信
手段の動作が伴わなくても利用できる非通信手段が禁止エリアで利用できないことはユー
ザにとって非常に不便である。一方、このような禁止エリアで携帯電話を利用することは
、公共の秩序に反するようになっているので、そのような禁止エリアで電波を発信しなが
らでないと利用できないような端末は、今後、利用価値が非常に薄れることになる。
【０００６】
そこで、本発明においては、病院などの電波を発生させてはならない禁止エリアであって
も周囲に迷惑をかけずに搭載された機能を使用することができる携帯電話等の携帯端末装
置およびその制御方法の提供することを目的としている。
【０００７】
また、禁止エリア内において、モラルに反すると誤解されずに、搭載された機能を利用す
ることができる携帯端末装置およびその制御方法を提供することを目的としている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
このため、本発明では、通信手段が稼動可能な汎用モードに加え、通信手段が非稼動にな
り、該通信手段と連動しない非通信手段を通信手段とは連動しない状態で使用可能な非通
信モードを設け、禁止エリアにおいては、携帯端末装置を非通信モードに切り替えること
により、禁止エリアにおいてもモラルに反することなく携帯端末装置を利用できるように
している。すなわち、本発明の、無線を介して公衆通信網に接続可能な通信手段を有する
携帯端末装置においては、通信手段が稼動可能な汎用モードおよび、通信手段が非稼動に
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なり、該通信手段と連動しない非通信手段を使用可能な非通信モードを切り換え可能なモ
ード切替手段を有することを特徴としている。また、本発明の携帯端末装置の制御方法は
、通信手段が稼動可能な汎用モードに切り替える第１の工程と、通信手段が非稼動になり
、該通信手段と連動しない非通信手段を使用可能な非通信モードに切り換える第２の工程
とを有することを特徴としている。
【０００９】
本発明の携帯端末装置およびその制御方法では、非通信モードに切り替えることにより、
外部に電波を発生させない状態で、通信手段と連動しない非通信手段、例えば、受信済み
メールの閲覧、ダウンロード済みのコンテンツの閲覧、スケジュール管理機能、ステレオ
機能、時計機能等を使用することができる。このため、病院や航空機内などの電波を発生
させるのが好ましくない、あるいは電波の発生が禁止されているエリアであっても、携帯
端末を動かすことができ、それに搭載されている様々なソフトウェアを使用することがで
きる。また、非通信モードにおいては、通信手段が非稼動にされるので、電波の発生は確
実に禁止され、医療機器、航空機内の機器、ペースメーカーを誤動作させる可能性をさら
に確実に減らすことができる。したがって、本発明の携帯端末装置およびその制御方法に
より、禁止エリアの外はもとより、禁止エリア内であっても自由に搭載された機能を使用
することができる携帯端末装置を提供することができる。このため、いつでもどこでも使
用できるといった携帯端末装置のメリットを失わずに、ＰＨＳや携帯電話などの通信機能
を備えた携帯端末装置に、様々なソフトウェアを集約することが可能となる。したがって
、本発明により、今後、電子決済などの電子化が進むビジネスあるいは日常生活における
必需品として安心して利用することができる、通信機能を備えた携帯端末装置を提供する
ことができる。
【００１０】
このような汎用モードと、非通信モードとの切替は、通信手段への電力供給をオンオフす
る切替手段を設け、その切替手段を操作することにより簡単に実現できる。すなわち、本
発明は、無線を介して公衆通信網に接続可能な通信手段と、この通信手段への電力供給を
独立してオンオフ可能な切替手段とを有する携帯端末装置を含む。
【００１１】
モード切替手段、あるいは電力供給をオンオフする切替手段は、禁止エリアに入ったとき
にユーザがマニュアルで操作するようにしても良い。また、携帯端末装置に、ＧＰＳ、携
帯電話やＰＨＳの基地局、ＦＭ多重放送、ＶＩＣＳなどから現在位置の情報を取得可能な
位置情報取得手段を搭載し、この位置情報取得手段から得られる該携帯端末装置の現在位
置に基づきユーザの現在位置が病院、車内等の禁止エリアにいるか判断して非通信モード
に自動的に切り替えるようにすれば、より安全に非通信モードに移行することが可能であ
る。したがって、位置情報取得手段からの情報に基づき第１および第２の工程でモードを
切り替え、また、電力供給をオンオフする切替手段を操作することにより、ユーザは現在
位置が禁止エリアなのか否かを気にしないで携帯端末装置を使用できる。さらに、現在位
置から禁止エリアから出たことを判断し、汎用モードに切り替えることにより、通信手段
を再稼動することが可能であり、電話やメールなどを通信手段を用いて、無駄な時間遅れ
なく送受信することができる。
【００１２】
さらに、モード切替手段、電力供給をオンオフする切替手段、または第１および第２の工
程においては、現在位置を地図情報などと照合して、病院や車内などの禁止エリアにいる
か否かを判断するようにしても良い。しかしながら、膨大な地図情報を携帯端末装置に内
蔵することは難しく、地図サーバなど送受信を行うと電波が発せられると共に処理に時間
がかかる可能性がある。病院などの建物の中にいる場合には衛星や基地局から電波が届か
ないことが多いので、位置情報取得手段から現在位置の情報を入手できない。したがって
、少なくとも位置情報取得手段で現在位置の情報が得られないときは、衛星などからの電
波を受信できない、病院などの禁止エリアにいると判別して自動的に非通信モードに切り
替えることにより、地図情報などとの照合ができなくても禁止エリアを判断でき、誤って

10

20

30

40

50

(3) JP 3783643 B2 2006.6.7



電波が発信される可能性を少なくすることができる。一方、携帯端末装置に地図情報が内
蔵されていない場合であっても、衛星などからの電波を受信したら病院などの禁止エリア
から出た判別して自動的に汎用モードに切り替えることも可能である。これにより、病院
などの建物の外に出たときは自動的に汎用モードに切り替わるので、マニュアルで汎用モ
ードに切り替える方式に比べて使い勝手が良くなる。
【００１３】
また、携帯電話やＰＨＳに代表される携帯端末装置では、通信手段と繋がった通信アンテ
ナが外部に出ており、これを伸ばして通話などの通信を行うのが一般的である。このため
、モード切替手段、電源をオンオフする切替手段、または第１および第２の工程では、通
信用アンテナを伸ばした場合に、汎用モードに切り替わり、アンテナを縮めた、あるいは
アンテナを装置本体に完全に収納したときに非通信モードに切り替わるようにしておけば
、病院などの禁止エリアに入ったときに、アンテナを操作するだけで非通信モードに移行
できる。さらに、禁止エリアで本発明にかかる携帯端末装置を使用することにより、非通
信モードで電波を発生させていない状態でも、第３者に電波を発生していると誤解される
可能性があるが、通信用アンテナを縮め、あるいはアンテナを携帯端末装置内に完全に収
納した状態で非通信モードになることにより、電波を発生させずに携帯端末装置を使用し
ていることを第３者に認識させることができる。したがって、第３者の誤解を避け、回り
の人目を気にせずに気軽に本発明にかかる携帯端末装置を使用することが可能になる。
【００１４】
通信用アンテナの代わりに、あるいはそれと共に、非通信モードであることを外部から識
別可能な識別情報、たとえば、表示、音などを出力する手段を設けることも好ましい。特
に、汎用モードおよび非通信モードにおいて使用される第１の表示手段に加えて、非通信
モードであることを外部から認識可能な識別表示を表示する第２の表示手段を設けて、通
信用アンテナに代わり、非通信モードであることを第３者が認識できるようにすることが
できる。汎用の第１の表示手段とは異なる第２の表示手段を設けることにより、この第２
の表示手段を、第１の表示手段が配置された携帯端末装置の面と反対側の面に配置するこ
とが可能であり、第３者にも見やすい状態で非通信モードであることを示す識別表示を表
示できる。すなわち、本発明は、無線を介して公衆電話網に接続可能な通信手段を有する
携帯端末装置において、汎用に使用される第１の表示手段と、前記通信手段が非稼動であ
ることを表示可能な第２の表示手段とを有することを特徴とする携帯端末装置を含む。ま
た、無線を介して公衆電話網に接続可能な通信手段を有する携帯端末装置において、汎用
に使用される第１の表示手段と、この第１の表示手段が設けられた該携帯端末装置の面と
反対側の面に設けられた第２の表示手段とを有することを特徴とする携帯端末装置も含む
。
【００１５】
したがって、本発明の携帯端末装置においては、第２の表示手段を用いることにより、禁
止エリアにおいても、第３者の目を気にしないで、さらに安心して気軽に携帯端末装置を
非通信モードで利用することができ、そのような環境で使いやすい携帯端末装置を提供す
ることができる。
【００１６】
モード切替手段あるいは電力供給をオンオフする切替手段として、第２の表示手段を兼ね
た切替スイッチを用いることが可能であり、切替スイッチを操作すると、非通信モードに
切り替わると共に、非通信モードであることを示す識別表示が現れるようにすることがで
きる。また、第２の表示手段が予めデザインされた識別表示を備えている場合は、第２の
工程において非通信モードに切り替わると、その識別表示が点灯するようにすればよい。
さらに、第２の表示手段が、キャラクタまたはイメージの表示が可能である場合は、非通
信モードに切り替わるとユーザが選択または作成した識別表示を第２の表示手段に表示す
る手段を設け、第２の工程において、そのような識別表示が出力されるようにすることが
可能である。
【００１７】
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本発明の携帯端末装置、およびその制御方法は、通信手段が稼動する汎用モードに切り替
える第１の工程と、通信手段は非稼動になり、通信手段と連動しない非通信手段を使用可
能な非通信モードに切り替える第２の工程とを実行可能な命令を有する制御プログラムと
して、ＣＤ－ＲＯＭやメモリカードなどのコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録し
て提供することができる。そして、制御プログラムを携帯端末装置が内蔵するメモリにダ
ウンロードすることにより、本発明の携帯端末装置および制御方法を実現することができ
る。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下に図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。図１に、本発明に係る携帯電話の
外観を示してある。図１（ａ）に示すように、本例の携帯電話１は、細長い扁平型のハウ
ジング１０を有しており、その正面１０ａの上方に液晶パネル（ＬＣＤ）１２が配置され
ている。さらに、その下方には電話番号を入力したり文字入力などを行うテンキー１３ａ
、およびカーソルなどのポインタを操作してさまざまな入力を行えるポインティングデバ
イス１３ｂを備えた操作スイッチ群１３が配置されている。また、上部には、無線により
基地局を介して公衆電話網２に接続可能な通信用アンテナ１７も備えている。
【００１９】
ＬＣＤ１２に表示されているように、本例の携帯電話１は無線を介して公衆通信網２に接
続して通信を行う通信機能３、インターネットのブラウザ機能４、スケジュール管理機能
５、メール機能６、さらには図示されていないが時計機能、アドレス帳機能、音楽再生機
能など、多種多用な機能が搭載されている。そして、本例の携帯電話１は、通信機能３も
含めたすべての機能を稼動させることができる汎用モードＭ０と、通信機能３が非稼動に
なり、搭載された機能のうち、通信機能３と連動しなくても利用できる非通信機能７が使
用可能となる非通信モードＭ１の２つの動作モードを有している。そして、図１（ｂ）に
示すように、ハウジング１０の裏面１０ｂの上方には、正面１０ａのＬＣＤ１２とは異な
った第２の表示手段となる液晶パネル（ＬＣＤ）１５が配置されており、携帯電話１が非
通信モードＭ１になると、図１（ｃ）に示すように裏面のＬＣＤ１５には、非通信モード
の認識表示２０が表示される。
【００２０】
正面のＬＣＤ１２は汎用モードＭ０および非通信モードＭ１の双方の動作モードで使用可
能であり、例えば、非通信モードＭ１のときに液晶パネル１２ではメール機能６のうち、
通信機能３と連動しない、メールの作成、受信済メールの閲覧を行ったり、ブラウザ機能
４のうち、通信機能３と連動しない、ダウンロード済のコンテンツの閲覧などを行ったり
、通信機能３と連動しないスケジュール機能５を稼動させることができる。以降において
は、これらの通信機能３と連動しないで利用できる機能を非通信機能７と称することとす
る。これに対し、背面１０ｂのＬＣＤ１５には、携帯電話１が非通信モードＭ１に切り替
えられたときに、その旨を示す識別マーク（識別表示）２０が表示される専用のディスプ
レイとなっており、ユーザが非通信モードＭ１で携帯電話１を使用しているときは、非通
信モードＭ１であることを示す識別マークが常に表示される。このため、ユーザ以外の第
３者であっても、背面のＬＣＤ１５を見ることにより、識別マーク２０が表示されている
か否かにより、携帯電話１が非通信モードＭ１で使用されているか否かを容易に判別でき
る。
【００２１】
したがって、本例の携帯電話１は、裏側のＬＣＤ１５により、汎用モードＭ０で、図１（
ａ）および（ｂ）に示すように、通信機能を利用したり、あるいは待機モードで公衆電話
網２の基地局に対して電波２ａを発信しているか、非通信モードＭ１で携帯電話１から電
波２ａが一切発信されていないかが第３者にも一目瞭然でわかるようになっている。汎用
モードＭ０と、非通信モードＭ１との切り替えは、以下で説明するようにいくつかの要因
で行われるようになっている。その１つは通信用アンテナ１７の操作である。本例の携帯
電話１は正面１０ａの側から見て上部の左側に伸縮可能な通信用アンテナ１７が設けられ
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ているが、図１（ａ）および（ｂ）に示すように、通信用アンテナ１７が伸びた状態であ
ると汎用モードＭ０であり、図１（ｃ）に示すように、通信用アンテナ１７を縮めると非
通信モードＭ１に移行する。したがって、本例の携帯電話１は、通信用アンテナ１７が伸
びているか、縮んでいるかでも電波を発信している汎用モードＭ０か、電波を発信しない
非通信モードＭ１かの区別がつく。さらに、本例の携帯電話１は、自己の現在位置に基づ
きモードを切替できるようになっており、そのため、自己の現在位置の情報を電波測位に
より取得可能な位置情報取得手段であるＧＰＳユニット１９が内蔵されている。また、本
例の携帯電話１は、これらの機能およびハードウェアを駆動するためのバッテリー１６も
備えている。
【００２２】
図２に、本例の携帯電話１の概略構成を示してある。この図に示すように、本例の携帯電
話１は、通信用アンテナ１７から電波を送受信することにより公衆電話網２の基地局と交
信してデータの送受信を行うＲＦ部３０と、上述した正面の汎用のＬＣＤ１２と、識別マ
ークを表示するための背面のＬＣＤ１５と、電波測位により現在地を取得するＧＰＳユニ
ット１９などを内蔵しており、さらに、これらＲＦ部３０、液晶パネル１２および１５、
ＧＰＳユニット１９などの装置全体の制御を行う制御部３１とを有している。これらＲＦ
部３０、制御部３１、液晶パネル１２および１５、ＧＰＳユニット１９などのハードウェ
アのそれぞれはバッテリー１６から供給される直流電源によって駆動するようになってお
り、直流電源の供給ライン１６ａに設けられたメインスイッチ３２を操作スイッチ群１３
から操作することによりオンオフできる。
【００２３】
本例の携帯電話１は、このメインスイッチ３２に加えて、ＲＦ部３０への電力供給のみを
オンオフ可能な切替手段であるサブスイッチ３４が電力供給ライン１６ａに設けられてい
る。このため、このサブスイッチ３４をオフ状態にすることにより、ＲＦ部３０への電力
供給のみを遮断できる。したがって、本例の携帯電話１では、サブスイッチ３４をオンオ
フするだけで、通信機能３も含めたすべての機能を使用できる汎用モードＭ０と、通信機
能３が非稼動となるが、非通信機能７は使用できる非通信モードＭ１に切り替えることが
できる。
【００２４】
非通信モードＭ１では、ＲＦ部３０への電力供給が遮断されているので、通信手段である
ＲＦ部３０は稼動しない。したがって、公衆電話網２の基地局に向かって通信用アンテナ
１７から電波２ａを発信することはない。このため、それに起因してペースメーカーや医
療機器、さらにはその他の制御機器などを誤動作させる心配はなくなる。しかしながら、
この非通信モードＭ１では、ＲＦ部３０を除いた他のハードウェアには通常通り電力が供
給される。したがって、ＲＦ部３０と連動しない非通信機能７は使用可能であり、上述し
たように、たとえば、ダウンロード済のコンテンツを閲覧したり、スケジュール管理ソフ
トを動かしたり、メールの読み書きを行ったりすることができる。
【００２５】
さらに、本例の携帯電話１は、非通信モードＭ１であることを表示するＬＣＤ１５を、汎
用のＬＣＤ１２とは別に備えているので、上記のような非通信機能７を通常通り汎用のＬ
ＣＤ１２を用いて動かすことができる。
【００２６】
一方、サブスイッチ３４をオン状態にすると、ＲＦ部３０へ電力が供給され、ＲＦ部３０
を稼動し、通信機能３を使用できる汎用モードＭ０になる。また、ＲＦ部３０に対する電
力の供給が再開すると，本例の携帯電話１においては、近傍の基地局に電波を発信して通
話可能な状態になったことを指示するので、電話やその他の通信を受信できる状態となる
。このサブスイッチ３４のオンオフ制御は、本例においては、制御部３１に設けられたモ
ード切替部３５により、通信用アンテナ１７の操作、ＧＰＳ１９により取得される現在位
置情報などに基づき行われる。
【００２７】
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図３に、本例の携帯電話１における動作モードを切り替える処理のフローチャートを示し
てある。本例の携帯電話１では、電源が投入されると、ステップ４１において、携帯電話
１のモード切替部３５に現在設定されているモードが判定される。現在の動作モードが汎
用モードＭ０であれば、ステップ４２において、ＧＰＳユニット１９を介して現在の自己
位置φ１を測位する。モード切替部３５では、ステップ４３で現在の自己位置φ１が携帯
電話の使用禁止エリア内、例えば、電車内であれば、ステップ４４で、サブスイッチ３４
がオフ状態にされてＲＦ部３０への電力供給をオフし、非通信モードＭ１に移行する。測
位された現在の自己位置φ１が、携帯電話１の使用禁止エリアでなければ、動作モードは
切り替えられず、ステップ４２に戻り、一定の間隔をおいて現在の自己位置φ１を測位す
る処理が繰り返す。したがって、携帯電話１の利用者が使用禁止エリアに入ると遅滞無く
、自動的に携帯電話１の動作モードは非通信モードＭ１に移行する。
【００２８】
測位された現在位置φ１が禁止エリア内か否かの判断は、例えば、車両が走る路線や病院
などの禁止エリアに相当する地図情報を予め携帯電話１のメモリなどに内蔵しており、Ｇ
ＰＳユニット１９で取得した自己位置φ１と、その地図情報を照合することにより実現で
きる。あるいは、ＧＰＳユニット１９で測位した現在位置情報φ１をインターネットなど
のコンピュータネットワークを介してインターネット上にオープンしている地図サーバに
照会し、取得した現在位置φ１が禁止エリアであるか否かを判断することも可能である。
【００２９】
また、本例の携帯電話１のモード切替部３５は、ステップ４２において、ＧＰＳユニット
１９で衛星が捕捉されずに、自己位置φ１を入手できないときにも、ステップ４３で禁止
エリア内に居ると判断し、強制的にサブスイッチ３４をオフ状態にして非通信モードＭ１
に切り替える。衛星が捕捉できない場合は、携帯電話１の所持者が病院などの禁止エリア
に相当する建屋内にいる可能性が高いからである。また、病院にかぎらず、レストラン、
会社内、劇場内などにおいては、携帯電話１の使用が自粛される傾向にあり、電波の影響
をなくすこととは別に、あるいは加えて、このようにＧＰＳ１９で自己位置情報φ１が得
られたか否かで携帯電話の通信機能をオンオフすることは携帯電話１の使用を適正にでき
る点でも望ましい。
【００３０】
さらに、ＧＰＳ１９で自己位置情報φ１が得られるか否かで禁止エリアにいるか否かを判
断する方法は、地図情報が無くても禁止エリアであるか否かが判断できる点で好ましい。
すなわち、地図情報は情報量が多いために、携帯電話などの小型で携帯に適した端末装置
に収納するには適さない情報であり、地図情報を収納することにより、他のコンテンツや
メールなどに使用できるメモリ容量が限られてしまう可能性がある。インターネット上の
地図サーバを使用することにより、この問題もある程度解決されるが、建屋内などの携帯
電話１が電波を発信しても通信できない場所では、インターネットを介して提供されるサ
ービスを利用することができない。これに対し、ＧＰＳ１９で自己位置情報φ１が得られ
たか否かという判断は、地図情報などは不要であり、メモリも消費されず、さらにインタ
ーネットに接続しなくても行うことができる。
【００３１】
ＧＰＳ１９で自己位置情報φ１が得られたか否かの代わりに、ＲＦ部３０で基地局との交
信ができたか否かで判断することも可能である。すなわち、建屋内などで基地局との通信
ができないときはスイッチ３４でＲＦ部３０の動作を停止させることができる。しかしな
がら、受動型のＧＰＳユニット１９であれば、電波を受信したところで自己位置を検出す
ることができるのに対し、携帯電話機能により自己位置を検出しようとすると、電波を発
信する必要があり、病院や列車内などの禁止エリアでそのような処理は適さない。したが
って、能動型の通信システムではなく、ＧＰＳユニットなどの電波を受信して位置を判断
できる位置情報取得手段によりモードを切り替えられるようにすることが望ましい。
【００３２】
図３に示したフローチャートにおいて、ステップ４１で非通信モードＭ１である場合は、
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ステップ４５でＧＰＳユニット１９で衛星が捕捉されているか否かの判断が行われ、衛星
が捕捉されていないときは病院などの禁止エリア内にいると判断し、モードを汎用モード
Ｍ０に切り替えない。そして、一定の間隔で衛星が捕捉できたか否かを繰り返して判断し
、衛星を捕捉したときには、ステップ４６において、サブスイッチ３４をオン状態に移し
て、ＲＦ部３０への電力供給し、通信機能３を使用可能な汎用モードＭ０に切り替える。
このように衛星を捕捉したときに自動的に汎用モードＭ０に切り替えることにより、病院
などの建物の外に出たときにマニュアルで汎用モードＭ０に切り替えるといった操作は不
要であり、非常に使い勝手が良い。いったん汎用モードＭ０になると、上述したようにス
テップ４２で自己位置φ１を検出し、使用禁止エリアに入れば強制的に非通信モードＭ１
に切り替えられる。
【００３３】
このように、本例の携帯電話１は、通信手段であるＲＦ部３０に電力を供給するスイッチ
３４を上記のような条件で操作することにより、通信機能３も合わせて全ての機能を使用
可能な汎用モードＭ０と、ＲＦ部３０は使用できないが、非通信機能７は使用できる非通
信モードＭ１とに切り替えることができる。非通信モードＭ１に切り替えれば、通信用ア
ンテナ１７から電波２ａを発生させることなく、携帯電話１に予め内蔵されたブラウザ機
能４、スケジュール管理機能５、受信済メールの閲覧機能６を使用することができるので
、病院、航空機内、電車やバス等の中などの携帯電話１の使用が禁止されているエリアで
あっても、安心して携帯電話１を情報端末として使用することができる。すなわち、非通
信モードＭ１にすることにより、通信機能以外の非通信機能は使用可能であり、そのとき
、通信用アンテナ１７から電波２ａは発生しない。したがって、ペースメーカーや医療機
器などの電子機器が、携帯電話１から発信される電波によって誤動作する可能性をなくす
ことができる。このため、携帯電話に多種多様なソフトウェアを搭載し、場所の制限を受
けずに、それらのソフトウェアをどこでも簡単に手軽に使用することができる便利で使い
勝手の良い携帯電話を実現できる。
【００３４】
また、本例の携帯電話１では、動作モードの切替は、アンテナ１７を操作することにより
ユーザが行うことも可能であるが、ＧＰＳユニット１９で入手した自己位置φ１の情報に
基づき自動的に行われるようになっているので、ユーザが知らずに禁止エリアに入った場
合でも自動的に非通信モードＭ１に切り替わる。また、禁止エリアから出ると自動的に汎
用モードＭ０に切り替わる。このため、禁止エリアに居る人々には迷惑をかけずに、その
一方で、禁止エリアから出たときは自動的に通信を行い、遅滞なく、電子メールや電話を
受けることができる。
【００３５】
さらに、本例の携帯電話１では、非通信モードＭ１に切り替わると、ハウジング１０の背
面側に配置された液晶パネル１５に非通信モードＭ１であることを他人から分かりやすい
識別マーク（識別表示）２０で表示する。したがって、周囲の第３者からの携帯電話１を
使用しているために電波を発信しているとの誤解を招かずに、安心して携帯電話１を使用
できる。
【００３６】
図４に、本例の携帯電話１の裏側のＬＣＤ１５に表示した例を示してある。電源オフのと
きは図４（ａ）に示すように、ＬＣＤ１５には何も表示されない。次に、電源オンし、汎
用モードＭ０のときは、図４（ｂ）に示すように、携帯電話のマーク２０ｂとその周囲を
囲む円のマーク２０ａとが表れ、携帯電話の通信機能が使用可能であり、電波が発信され
ていることを識別するマーク２１が表示される。一方、禁止エリアに入って非通信モード
Ｍ１になると、図４（ｃ）に示すように、携帯電話のマーク２０ａを斜めに横切る太い斜
線２０ｃを備えた、携帯電話の通信機能が使用できる電波が出ていないことを示す識別マ
ーク２０が表示される。このため、第３者は、携帯電話１の背面１０ｂに表示された識別
マーク２０を見ることにより、一目して携帯電話１は使用しているが、その通信機能は凍
結されており、電波が出ない状態で使用していることが認識できる。したがって、本例の
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携帯電話１のユーザは、使用禁止エリアで、受信済メールを閲覧するなどの非通信機能７
を、周囲の人々から誤解されることなく気軽に利用できる。
【００３７】
また、本例の携帯電話１は、正面１０ａの側に汎用のＬＣＤ１２を備えているので、識別
マーク２０を携帯電話１の背面側の液晶パネル１５に占有しても正面側の液晶パネル１２
を各非通信機能７のためにフルに使用でき、非通信モードＭ１においても、汎用モードＭ
０のときと同様に受信済メールやダウンロード済のコンテンツを表示するなどの非通信機
能を利用できる。
【００３８】
また、本例の識別マーク２０を表示する裏面の表示手段はＬＣＤ１５なので、識別マーク
の形態は自由に設定できる。たとえば、識別マーク２０は予め携帯電話１のメーカなどか
ら提供されるものであっても良く、また、ユーザによって選択または作成されたものであ
っても良い。携帯電話１に予め複数の識別マークを用意しておき、これらの中からユーザ
が好みに応じて識別マークを選択しても良い。携帯電話１に搭載されている非通信機能７
を使ってユーザ自身が識別マークを作成することも可能である。これらの識別マークは、
携帯電話１に内蔵されているＲＯＭあるいはＲＡＭに格納され、それらの中から制御部３
１がユーザが選択したマークをＬＣＤ１５に出力する。
【００３９】
また、識別マークは図形に限定されるものではなく、たとえば、図４（ｇ）に示すように
、横長の液晶パネル１５を携帯電話１の背面１０ｂに設け、この液晶パネル１５に「非通
信」の文字（識別表示）２７を表示させることにより、携帯電話１を非通信モードＭ１で
使用していることを他人にアピールすることが可能である。一方、汎用モードＭ０で使用
しているときには、図４（ｆ）に示すように、携帯電話１で通話中であれば「通話中」の
文字２２を表示し、図４（ｅ）に示すように、待機状態であれば、「待ち受け」の文字２
３を表示するといったように、非通信モードであることを表示する以外にも背面のＬＣＤ
を利用することができる。なお、図４（ｄ）に示すように、電源のオフ時には液晶パネル
１５には何も表示されない。
【００４０】
識別マーク２０や文字２７を表示させるための第２の表示手段としては液晶パネル１５に
限定されることはなく、例えば、ＬＥＤを点灯させることにより、特定のマークが表示さ
れるようにすることができる。すなわち、予めデザインされた識別表示を非通信モードＭ
１に切り替えたときに点灯させるようにしても良い。図５（ａ）から（ｃ）に示した例で
は、太い線の円２６ａと、この円２６ａの内側に表示される雷型のマーク２６ｂと、この
マーク２６ｂを斜めに横切る太い斜線２６ｃとからなる識別マーク（識別表示）２６が用
意されており、電源オフのときは図５（ａ）に示すようにいずれのマークも点灯せず、電
源がオンになって汎用モードＭ０になると、図５（ｂ）に示すように、雷型のマーク２６
ｂのみが点灯する。したがって、通信機能３が稼動可能であることが外部から分かる。さ
らに、非通話モードＭ１になると、図５（ｃ）に示すように、雷型のマーク２６ｂに加え
て、周囲の太い線の円２６ａと、斜めに横切る太い斜線２６ｃも点灯し、通話機能３が稼
動しておらず、電波が出ない状態であることが外部から分かるようになっている。
【００４１】
図５（ｄ）から（ｆ）に示した例では、雷型のマークに代わって、携帯電話を示す印刷ロ
ゴ２４ａが貼り付けられており、図５（ｄ）に示すように、電源オフのときはマークは点
灯されないが、電源オンで汎用モードＭ０のときは、主意の太い線の円２６ａが点灯され
、携帯電話としての機能、すなわち、通信機能が使用できる状態であることが分かる。ま
た、非通話モードＭ１のときは、斜めに横切る斜線２６ｃも表示され、上記と同様に通信
機能が使用できない状態で電波が発信されない状態であることが分かる。
【００４２】
さらに、背面に設けられた第２の表示手段をモードを切り替えるスイッチと兼用すること
も可能である。図６には、メインスイッチ３２による電源のオンオフと、サブスイッチ３
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４による動作モードの切替をマニュアルで操作可能な操作部としてスライド式のスイッチ
をハウジングの背面１０ｂに設けた例を示してある。図６（ａ）に示すように、メインの
電源をオフするときは、スイッチ３７が中間位置にあり、表示プレート３６には何も表示
されない。これに対し、図６（ｂ）に示すように、スイッチ３７を下方に動かすと、メイ
ン３２の電源が入り、サブスイッチ３４も入った汎用モードＭ０になる。そして、表示部
３６の上方が開き，そこに記載された「電話モード」の文字３８が表れる。一方、スイッ
チ３７を上方に動かすと、メイン３２の電源は入るが、サブスイッチ３４はオンにならな
い非通信モードＭ１となる。そして、表示部３６の下方が開き、そこに記載された個人情
報管理機能の略である「ＰＩＭモード」の文字（識別表示）３９が表れる。したがって、
このスイッチ３７を表示部として利用した例では、動作モードを切り替える操作と同時に
各文字３８および３９を現すことができ、切替スイッチ自身は実質的に第２の表示手段を
兼ねている。なお、このような切替スイッチ３７によって携帯電話１の動作モードを切り
替える場合は、アンテナ１７によって動作モードを切り替える場合と同様に、ＧＰＳユニ
ット１９の自己位置φ１に基づき動作モードを切り替える機能などと併用することも可能
である。
【００４３】
なお、以上では携帯電話を例に説明したが、本発明はＰＨＳなどの通信系の端末装置、お
よびＰＤＡなどの情報処理系の端末装置のいずれにおいても通信機能を有する端末機器に
対して適用可能である。また、本例の携帯電話１では、ＧＰＳユニット１９によって現在
の自己位置φ１を取得しているが、ＧＰＳユニットに限定されることはなく、携帯電話や
ＰＨＳの基地局から自己位置φ１を取得することも可能であるが、上述したように、ＧＰ
Ｓを始めとする、ＦＭ多重放送やＶＩＣＳを介して自己位置φ１を取得する受動型のシス
テムが本発明には適している。
【００４４】
さらに、非通信モードＭ１を他人にアピールするための識別表示を表示する液晶パネル１
５あるいはＬＥＤなどが背面に用意された例を説明しているが、非通信モードＭ１のとき
にハウジングの上部に設けたランプを点灯・消灯したり、非通話モードであることを示す
音声などを出したりするなどの方法で他人に非通信モードであることをアナウンスするこ
とも勿論可能である。
【００４５】
また、上述に説明した本発明にかかる携帯電話１としての機能は、図３のフローチャート
を用いて説明した処理を実行可能な命令を有するファームウェアなどの制御プログラムと
して提供することが可能であり、携帯電話の制御部３１としての機能を有するＣＰＵがア
クセス可能なＲＯＭ、メモリカードなどに格納し、使用することができる。
【００４６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の携帯端末装置およびその制御方法では、通信機能を使用で
きる汎用モードと、通信機能は使用できないがダウンロード済のコンテンツなどの非通信
機能を使用できる非通信モードとを切替できるようにしている。このため、病院などの通
信装置の使用禁止エリアでは、装置から電波を発生させることなく、上記のコンテンツや
受信済メールの閲覧を行うことができるので、医療機器などを誤動作させるなどの他人に
迷惑をかけることなく、携帯端末装置を情報端末として有効に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかる携帯電話の外観を示す図であり、図１（ａ）はその正面図、図１
（ｂ）はその背面図、図１（ｃ）は非通信モードのときの背面の様子を示す図である。
【図２】本例の携帯電話の概略構成を示す図である。
【図３】本例の携帯電話で行われる動作モードの切り替え処理を説明するためのフローチ
ャートである。
【図４】本例の携帯電話の第２の表示手段としての液晶パネルに表示される識別マークの
例を示す図である。
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【図５】識別マークをＬＥＤによって表示する例を示す図である。
【図６】スライド式のスイッチを用いて動作モードの切り替えと識別マークの表示とを同
時に行う例を示す図である。
【符号の説明】
１　　携帯電話
２　　公衆通信網
２ａ　　電波
３　　通信機能
７　　非通信機能
１２　　液晶パネル（第１の表示手段）
１５　　液晶パネル（第２の表示手段）
１６　　バッテリー
１７　　通信用アンテナ
１９　　ＧＰＳユニット
２０、２４、２６　　識別マーク（識別表示）
２７、３９　　文字（識別表示）
２８　　ＬＥＤ（第２の表示手段）
３０　　ＲＦ部
３１　　制御部
３２　　メインスイッチ
３４　　サブスイッチ
３５　　モード切替部
３６　　表示プレート
φ１　　自己位置（現在位置）

10

20

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(11) JP 3783643 B2 2006.6.7



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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